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１ 発行方式（案） 

各地域における意見交換の場や令和５年３月 24 日に開催した第４回長野県公共交通活性化協議会

において、地域連携 IC カードの発行方式については、県下統一のカードにより発行を進めてほしい

との意見があった。 

そのため、現在令和７年度春に長野市公共交通活性化・再生協議会が導入を予定している地域連携

ICカードを県下統一カードとして導入を進めることとして検討を行う。 

今後は、長野市公共交通活性化・再生協議会で検討が進められている地域連携 IC カードの仕様等

を各地域において共有し、実際に導入が可能かどうか議論を実施予定。 

なお、県下統一カードを発行するに当たっては、共同で発生する事務（カードの共同発注、デポジ

ット金の清算 等）を処理する必要があり、その事務手数料を地域連携 IC カード導入事業者から徴

収することも検討する（例えば、地域連携ICカードで決済した運賃の２%を事務手数料とする 等）。 

※現時点の案であり、他の発行方式の方が導入を進めやすい等の意見があれば随時見直しを行う。 

 

２ 支援制度について 

（１）地域連携 ICカード導入支援事業（長野県）※令和５年度予算化（令和７年度まで） 

補助対象者 

乗合バス事業者等 

※乗合バス事業を運営する市町村・乗合バス事業者及び市町村を 

 構成員とする協議会を含む 

補助対象経費  地域連携ＩＣカードの導入に要する経費（システム開発費、設備整備費等） 

補助率    1/3 

※県補助事業を活用する場合一般的な導入スケジュールを踏まえれば、令和６年秋ごろまでの意思

決定が必要 

 

（２）地域公共交通キャッシュレス決済導入支援事業（国） 

補助対象者 
鉄道事業者及びバス事業者等 

 

補助対象経費 

①公共交通においてキャッシュレス決済の利用を可能とするシステム導入費及び 

改修費 

②キャッシュレス決済に必要な端末費（旅客施設又は車両内・船内に決済端末 

機器を設置する費用） 

補助率    1/3 

 

３ 導入までの想定スケジュール 
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４ （参考）これまでの地域連携 ICカード導入推進に係る経過 

H31.3 「地域における移動手段の確保・補完に関する検討会」（交通事業者・関係自治体・学識経験

者等で構成）において、県内の公共交通におけるキャッシュレス決済については、「地域連携

ICカード」を軸に引続き検討を進めることを確認 

R4.3  「第２回長野県公共交通活性化協議会」において、目指す姿を「県内全域で、誰もが交通モ

ードにかかわらずシームレスに公共交通機関を利用できる決済環境」とし、決済方式は「地

域住民のみならず、全国（海外）から訪れる公共交通機関利用者が容易に使用可能な決済手

段」の導入が必要との認識を共有 

R4.10 「第３回長野県公共交通活性化協議会」において、「本協議会として路線バスに導入を進める

決済方式について、地域連携 ICカードを基本とする」ことを決定 

R4.11 各広域において地域連携 IC カードの概要の説明及び導入に向けた意見交換を実施 

～R4.2   

R5.3  「第４回長野県公共交通活性化協議会」において、県及び国の支援施制度を共有するととも

に、地域連携 IC カードの発行方式について、県下統一カードを発行することがよいとの意

見あり 

R5.5  「県と市町村との協議の場」において、「長野県における交通キャッシュレス化の目指す姿」

を共有し、「目指す姿」を実現するため、県と市町村が連携して、交通系 ICカード導入のた

めの取組を進めることについて合意 

 


